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運賃改定申請の概要・主なポイント

運賃改定の主なポイント

・「幹線」、「地方交通線」の普通旅客運賃・通勤定期旅客運賃を改定する

・「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分を「幹線」に統合する

・6箇月の通勤定期旅客運賃の割引率を見直す
・家計負担を考慮し、「幹線」、「地方交通線」の通学定期旅客運賃は据置きとする
※「電車特定区間」、「山手線内」は「幹線」に統合するため改定となる

申請概要

申 請：令和６年（２０２４年）１２月６日

実施予定：令和８年（２０２６年）３月
※１９８７年のＪＲ東日本発足以来初の本格改定

申請内容：普通旅客運賃、定期旅客運賃（通勤・通学）

改定内容：値上げ率 ７．１％ 増収率 ５．０％ 増収額 ８８１億円/年

1

通学定期通勤定期普通運賃運賃区分

改定なし７．２％４．４％幹線

改定なし１０．１％５．２％地方交通線

通学定期通勤定期普通運賃運賃区分

８．０％１３．３％１０．４％電車特定区間

１６．８％２２．９％１６．４％山手線内

・普通運賃 ７．８％、通勤定期１２．０％、通学定期４．９％

値上げ率（内訳）

●電車特定区間・山手線内（幹線に統合）●幹線・地方交通線

※現行運賃に鉄道駅バリアフリー料金を含めた場合の値上げ率



運賃改定の主な背景①
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運賃改定の主な背景②
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運賃改定の主な背景③
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輸送サービスの改善等
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運賃改定の基本的な考え方

（１）普通旅客運賃
○幹線・地方交通線
・１０ｋｍまでの運賃
区間毎に運賃額を設定する「対キロ区間制」を維持し、４．７％引き上げ、端数整理した額とする。
（初乗り）１５０円→１６０円（幹線・地方交通線）

・１１ｋｍ以上の運賃
幹線は「賃率×中央キロ」による「対キロ制」を維持し、６００ｋｍまでの賃率を４．７％引き上げ、
６０１ｋｍ以上の賃率は据え置く。
地方交通線は幹線賃率を１．１倍した額とする。

○電車特定区間及び山手線内を幹線に統合する。

○ＪＲ他社またがり時の運賃
・ＪＲ各社間の運賃の通算制を維持するため、新たに通算加算方式を導入し、ＪＲ東日本の乗車区間分
の加算額を設定する。

（２）定期旅客運賃
○幹線・地方交通線
・通勤定期旅客運賃
１箇月及び３箇月は普通旅客運賃の改定相当分を反映し、６箇月定期は「１箇月定期×６箇月
×0.90」とする。これにより、６箇月は割引率が平均約１％減少する。

・通学定期旅客運賃
据置き。これにより、割引率は約１％増加する。

○電車特定区間及び山手線内を幹線に統合するため改定を行う。

（３）その他運賃・料金
・鉄道駅バリアフリー料金を廃止する（廃止後においても、バリアフリー設備は継続して整備する）。
・その他の料金（新幹線特急料金含む）は改定しない。
・オフピーク定期券は運賃改定後も利用可能範囲を拡大して設定する。 6



【参考】ＪＲ東日本路線図

ＪＲ東日本路線図電車特定区間・山手線内エリア

※画像はイメージ
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対幹線対電特対山手改定現行
営業キロ

値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額幹線幹線電特山手

6.7%106.7%106.7%101601501501501～3

5.3%1017.6%3017.6%302001901701704～6

5.0%1016.7%3016.7%302102001801807～10

8.3%2013.0%3023.8%5026024023021011～15

6.1%209.4%3025.0%7035033032028016～20

4.8%207.3%3022.2%8044042041036021～25

3.9%208.2%4023.3%10053051049043026～30

5.1%306.9%4024.0%12062059058050031～35

5.9%409.1%60――720680660―36～40

5.2%409.5%70――810770740―41～45

5.8%509.6%80――910860830―46～50

5.1%509.5%90――1,040990950―51～60

5.1%6010.8%120――1,2301,1701,110―61～70

5.2%7010.2%130――1,4101,3401,280―71～80

5.3%809.6%140――1,6001,5201,460―81～90

5.9%10010.5%170――1,7901,6901,620―91～100

普通運賃の改定内容・改定率①

～100㌔まで（現行の山手線内・電車特定区間に鉄道駅バリアフリー料金を含む）
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普通運賃の改定内容・改定率②

9

～100㌔まで（現行に鉄道駅バリアフリー料金を含まない）
対幹線対電特対山手改定現行

営業キロ
値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額幹線幹線電特山手

6.7%1014.3%2014.3%201601501401401～3

5.3%1025.0%4025.0%402001901601604～6

5.0%1023.5%4023.5%402102001701707～10

8.3%2018.2%4030.0%6026024022020011～15

6.1%2012.9%4029.6%8035033031027016～20

4.8%2010.0%4025.7%9044042040035021～25

3.9%2010.4%5026.2%11053051048042026～30

5.1%308.8%5026.5%13062059057049031～35

5.9%4010.8%70――720680650―36～40

5.2%4011.0%80――810770730―41～45

5.8%5011.0%90――910860820―46～50

5.1%5010.6%100――1,040990940―51～60

5.1%6011.8%130――1,2301,1701,100―61～70

5.2%7011.0%140――1,4101,3401,270―71～80

5.3%8010.3%150――1,6001,5201,450―81～90

5.9%10011.2%180――1,7901,6901,610―91～100



通勤定期の改定内容・改定率①
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～100㌔まで（現行の山手線内・電車特定区間に鉄道駅バリアフリー料金を含む）

• １箇月通勤定期運賃は普通運賃の値上げを反映し、割引率を据え置き
• ６箇月通勤定期運賃は、割引率を見直し

対幹線対電特対山手改定現行

営業キロ ６箇月１箇月６箇月１箇月６箇月１箇月幹線幹線電特山手

値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額６箇月１箇月６箇月１箇月６箇月１箇月６箇月１箇月

20.1%4,4606.3%29028.8%5,96014.7%63028.8%5,96014.7%63026,6204,91022,1604,62020,6604,28020,6604,2801

18.2%4,8905.2%29024.9%6,35011.6%61024.9%6,35011.6%61031,8105,89026,9205,60025,4605,28025,4605,2805

18.2%5,1805.1%30024.5%6,64011.0%62024.5%6,64011.0%62033,7006,24028,5205,94027,0605,62027,0605,62010

19.5%6,7908.0%58024.3%8,15012.8%89037.5%11,36024.6%1,55041,6307,84034,8407,26033,4806,95030,2706,29015

14.3%6,7905.9%58017.3%8,0208.9%86036.1%14,41026.4%2,19054,31010,48047,5209,90046,2909,62039,9008,29020

11.3%6,7904.6%58013.3%7,8506.8%83031.1%15,87023.4%2,49066,97013,12060,18012,54059,12012,29051,10010,63025

9.3%6,7903.9%59013.2%9,3006.6%96027.8%17,33020.3%2,63079,65015,60072,86015,01070,35014,64062,32012,97030

7.9%6,7905.1%91011.0%9,1708.1%1,41028.3%20,38025.1%3,75092,33018,72085,54017,81083,16017,31071,95014,97035

6.9%6,7905.5%1,1209.4%9,0208.0%1,600----105,01021,58098,22020,46095,99019,980--40

6.1%6,7905.2%1,1909.8%10,4608.7%1,920----117,67024,100110,88022,910107,21022,180--45

5.5%6,7905.2%1,2508.6%10,3108.6%2,020----130,35025,500123,56024,250120,04023,480--50

5.7%8,1005.1%1,4609.4%13,0008.8%2,460----150,66030,360142,56028,900137,66027,900--60

5.6%9,4605.1%1,7209.7%15,6508.9%2,890----177,36035,190167,90033,470161,71032,300--70

5.6%10,8605.2%1,9909.9%18,3509.2%3,380----204,10040,000193,24038,010185,75036,620--80

6.3%13,8505.3%2,2609.9%21,0309.4%3,860----232,43045,130218,58042,870211,40041,270--90

11.4%27,7905.9%2,81015.4%36,29010.1%4,600----271,73050,320243,94047,510235,44045,720--100



通勤定期の改定内容・改定率②
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～100㌔まで（現行に鉄道駅バリアフリー料金を含まない）

• １箇月通勤定期運賃は普通運賃の値上げを反映し、割引率を据え置き
• ６箇月通勤定期運賃は、割引率を見直し

対幹線対電特対山手改定現行

営業キロ ６箇月１箇月６箇月１箇月６箇月１箇月幹線幹線電特山手

値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額６箇月１箇月６箇月１箇月６箇月１箇月６箇月１箇月

20.1%4,4606.3%29038.4%7,38022.8%91038.4%7,38022.8%91026,6204,91022,1604,62019,2404,00019,2404,0001

18.2%4,8905.2%29032.3%7,77017.8%89032.3%7,77017.8%89031,8105,89026,9205,60024,0405,00024,0405,0005

18.2%5,1805.1%30031.4%8,06016.9%90031.4%8,06016.9%90033,7006,24028,5205,94025,6405,34025,6405,34010

19.5%6,7908.0%58029.9%9,57017.5%1,17044.3%12,78030.4%1,83041,6307,84034,8407,26032,0606,67028,8506,01015

14.3%6,7905.9%58021.0%9,44012.2%1,14041.1%15,83030.8%2,47054,31010,48047,5209,90044,8709,34038,4808,01020

11.3%6,7904.6%58016.1%9,2709.2%1,11034.8%17,29026.8%2,77066,97013,12060,18012,54057,70012,01049,68010,35025

9.3%6,7903.9%59015.6%10,7208.6%1,24030.8%18,75022.9%2,91079,65015,60072,86015,01068,93014,36060,90012,69030

7.9%6,7905.1%91013.0%10,5909.9%1,69030.9%21,80027.4%4,03092,33018,72085,54017,81081,74017,03070,53014,69035

6.9%6,7905.5%1,12011.0%10,4409.5%1,880----105,01021,58098,22020,46094,57019,700--40

6.1%6,7905.2%1,19011.2%11,88010.0%2,200----117,67024,100110,88022,910105,79021,900--45

5.5%6,7905.2%1,2509.9%11,7309.9%2,300----130,35025,500123,56024,250118,62023,200--50

5.7%8,1005.1%1,46010.6%14,4209.9%2,740----150,66030,360142,56028,900136,24027,620--60

5.6%9,4605.1%1,72010.6%17,0709.9%3,170----177,36035,190167,90033,470160,29032,020--70

5.6%10,8605.2%1,99010.7%19,77010.1%3,660----204,10040,000193,24038,010184,33036,340--80

6.3%13,8505.3%2,26010.7%22,45010.1%4,140----232,43045,130218,58042,870209,98040,990--90

11.4%27,7905.9%2,81016.1%37,71010.7%4,880----271,73050,320243,94047,510234,02045,440--100



通学定期の改定内容・改定率
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～100㌔まで
• 幹線・地交線は据え置き（電車特定区間・山手線内は幹線に統合するため値上げ）

対幹線対電特対山手改定現行

営業キロ ６箇月１箇月６箇月１箇月６箇月１箇月幹線幹線電特山手

値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額値上げ率差額６箇月１箇月６箇月１箇月６箇月１箇月６箇月１箇月

000019.4%2,41020.0%46019.4%2,41020.0%46014,8602,76014,8602,76012,4502,30012,4502,3001

000017.7%2,82017.3%51017.7%2,82017.3%51018,7103,45018,7103,45015,8902,94015,8902,9405

00009.9%2,36010.0%4409.9%2,36010.0%44026,1404,84026,1404,84023,7804,40023,7804,40010

00007.0%2,1507.0%40023.8%6,35023.9%1,18033,0306,12033,0306,12030,8805,72026,6804,94015

00006.8%2,7506.9%51031.8%10,36031.6%1,91042,9507,95042,9507,95040,2007,44032,5906,04020

00006.9%2,9207.0%55028.4%9,99028.4%1,85045,2008,37045,2008,37042,2807,82035,2106,52025

00006.8%2,9907.0%57026.0%9,68026.1%1,80046,9208,70046,9208,70043,9308,13037,2406,90030

00006.8%3,1507.0%60027.9%10,81027.8%2,00049,5909,19049,5909,19046,4408,59038,7807,19035

00006.9%3,4306.9%640----53,2309,86053,2309,86049,8009,220--40

00006.9%3,8707.0%720----59,59011,03059,59011,03055,72010,310--45

00006.9%4,2206.9%780----65,53012,13065,53012,13061,31011,350--50

00006.8%5,0106.9%930----78,22014,49078,22014,49073,21013,560--60

00006.8%5,8206.9%1,080----90,88016,84090,88016,84085,06015,760--70

00006.9%6,6706.8%1,230----103,84019,220103,84019,22097,17017,990--80

00006.8%7,4606.8%1,380----117,02021,660117,02021,660109,56020,280--90

00006.8%8,2706.8%1,520----129,14023,900129,14023,900120,87022,380--100



キロ地帯別の運賃改定イメージ
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運賃額は地帯ごとに賃率（１キロ単価）×
距離（区間の中央値）で算定した額の合計額

1-10キロ 改定
一律4.7％引上げ



近距離運賃の比較（普通運賃①）
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近距離運賃の比較（普通運賃②）
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近距離運賃の比較（通勤定期①）

通勤定期・１箇月（1km～20km）
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近距離運賃の比較（通勤定期②）

通勤定期・１箇月（21km～50km）
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近距離運賃の比較（通学定期①）

通学定期・高校生・１箇月（1km～20km）
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近距離運賃の比較（通学定期②）

通学定期・高校生・１箇月（21km～50km）
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東京駅起点の普通運賃現改比較
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東京駅起点の通勤定期運賃現改比較
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東京駅起点の通学定期運賃現改比較
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中長距離利用時の旅客運賃・特急料金現改比較

23
※特急料金は改定前後で変更なし



これまでのスケジュール

令和６年（２０２４年）

１２月 ６日（金） 認可申請

１２月 ９日（月） パブリック・コメント意見募集（開始）

１２月１６日（月） 運輸審議会 諮問

１２月２３日（月） パブリック・コメント意見募集（締切）

意見総数１９１件

令和７年（２０２５年）

２月２７日（木） 公聴会開催（東京）

申請者（ＪＲ東日本社長）意見陳述、一般公述人（３名）陳述など

４月 １日（火） 運輸審議会 答申

令和６年１２月１６日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問し
た事案について、審議の結果、申請どおり認可することが適当であると
の結論に達し、国土交通大臣に対して答申された。 24



収入原価について

25

（単位：億円）

現行 申請 現行 申請 現行 申請 現行 申請

18,733 19,333 20,187 19,489 20,382 19,573 20,470 58,395 61,039

13,487 13,928 14,825 14,034 14,970 14,091 15,031 42,052 44,826

3,312 3,591 3,549 3,641 3,597 3,671 3,627 10,903 10,773

18,785 20,169 20,169 20,402 20,402 20,560 20,560 61,131 61,131

12,250 13,219 13,219 13,307 13,307 13,367 13,367 39,892 39,892
(1,061) (1,123) (1,123) (1,128) (1,128) (1,133) (1,133) (3,384) (3,384)

 うち減価償却費 2,988 3,219 3,219 3,305 3,305 3,366 3,366 9,891 9,891

 うち事業報酬 1,807 1,867 1,867 1,885 1,885 1,893 1,893 5,646 5,646

▲52 ▲836 18 ▲913 ▲20 ▲986 ▲90 ▲2,736 ▲92

99.7% 95.9% 100.1% 95.5% 99.9% 95.2% 99.6% 95.5% 99.8%

3年度合計
（令和8～10年度）

（推定）科目
令和5年度
（実績）

令和8年度
(推定）

令和9年度
(推定）

令和10年度
(推定）

差 引 損 益

収 支 率

収 入

 うち旅客運賃収入

 うち特別急行料金等収入

原 価

 うち人件費・経費
（動力費）



需要見通しについて

将来輸送量推計フロー

26

（単位：百万人キロ）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
（実績） （実績） （実績） （実績）

61,506 58,710 27,410 35,071

通勤 61,399 62,113 49,362 45,372

通学 14,692 14,561 7,778 10,807

計 76,092 76,675 57,140 56,179

137,598 135,385 84,550 91,250

― 98.4% 62.5% 107.9%

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
（実績） （実績） （推定） （推定）

48,450 57,792 59,067 59,641

通勤 46,429 48,825 49,411 49,963

通学 12,598 13,082 13,029 12,939

計 59,027 61,908 62,441 62,902

107,477 119,701 121,509 122,543

117.8% 111.4% 101.5% 100.9%

令和８年度 令和９年度 令和10年度
（推定） （推定） （推定）

58,950 59,574 59,883

通勤 49,130 49,430 49,753

通学 12,584 12,450 12,320

計 61,714 61,881 62,073

120,665 121,456 121,957

98.5% 100.7% 100.4%

※　端数処理のため、各項目の計と合計が一致しない場合がある。

項目

項目

定期外

定
期

合　　　計

前　年　比

定
期

合　　　計

前　年　比

定期外

定
期

合　　　計

前　年　比

項目

定期外



【参考】鉄道運賃制度（運賃改定の方法）

上限認可・実施運賃届出制

○ 運賃改定の方法

個別事業者ごとに、上限運賃を国土交通大臣が認可。

認可を受けた上限運賃の範囲内で実施運賃を届出。

【鉄道事業法第１６条第１項】

鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金（以下「旅客運賃等」と
いう。）の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとすると
きも、同様とする。

※「国土交通省令で定める旅客の料金」は、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本
とする料金であって、新幹線鉄道に係るものとする。（鉄道事業法施行規則第３２条第１項）

【鉄道事業法第１６条第２項】

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に
適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

【鉄道事業法第１６条第３項】

鉄道運送事業者は、第一項の認可を受けた旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、
あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。

27



【参考】鉄道運賃制度（総括原価方式）

○ 国土交通大臣は、鉄道事業者が定めた運賃等の上限が、能率的な経営の下におけ
る適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して認可。

所要増収額

28



【参考】鉄道運賃制度（ヤードスティック方式）

ヤードスティック方式とは
公共料金規制で用いられているインセンティブ規制のひとつで「基準比較方式」と訳され、運賃原価の
基準となる標準的なコストを定めることにより、事業者間の間接的な競争を通じて効率化を推進するもの。

– 平均化などの方法を用い、対象全事業者に共通する基準値を求める方法は、個々の事業者ごとに事
業内容や事業環境が異なる鉄道事業には不向き。

– そこで、鉄道事業のヤードスティック方式においては、事業環境の違いを補正する指標で回帰分析した
回帰式から、個々の事業者ごとの基準値を定める方法を採用。

– 回帰式に使用するデータは、公表データを用い、回帰式、基準単価、基準コスト等の結果を毎年公表

⇒事業者間の間接的な競争を通じた効率化、運賃改定の透明性向上、規制コストの縮小

ヤードスティック方式の適用範囲
– 事業者間で比較可能な営業費（人件費・経
費の一部）について適用。

– JR６社、大手民鉄15社、地下鉄10社の
各グループ毎に比較。

– 事業規模や経営環境のばらつきが大きい中小
民鉄には適用していない。

– ヤードスティック方式により算定された基準コスト
は、輸送サービスの質や事業全体の評価を行
うものではない。 29



【参考】収入原価算定要領の見直し（令和６年４月１日改定）

30

背景・狙い
鉄道運賃水準の算定の根拠となる「総括原価」の算定方法を定める「収入原価算定要領」について、平成9年に現行の要

領が策定されて以降の企業会計制度の変更等に伴う見直しに加え、高齢化する社会、コロナ禍の影響によるライフスタイルの
変化、自然災害の激甚化、CNやDXへの対応等、鉄道事業を取り巻く環境が大きく変化し、鉄道事業に求められる役割や
ニーズが多様化・高度化している中、鉄道事業の安定的・持続的な運営等を確保していく観点から、見直しを行うもの。

主な内容
⑴ 持続可能な鉄道輸送サービスに資する設備投資の促進(減価償却費等の算定方法の改善)
➀通常は将来3年分の減価償却費等を総括原価へ計上するとされているが、設備投資計画の確認等を条件に、3年を超
える期間分を考慮した額を総括原価へ計上できるようにする。

② 政策的に必要性の高い設備投資(※)の加速化を図るため、設備投資計画の確認等を条件に、これら政策的に必要
性の高い設備投資に対応する既存設備の減価償却費を前倒しして総括原価へ計上できるようにする。
(※国土強靭化関係、安全対策関係、環境対応関係、輸送力強化関係、DX関係、インバウンド対応関係、バリアフリー化関係、人材確保関係）

⑵ 人材の確保(人件費の算定方法の改善)
将来にわたって必要な人材を確保できるよう、適正な賃金上昇を反映できるよう人件費の算定方法を見直す。「人件費=
基準コスト×伸び率」という算定式は維持しつつ、「伸び率」には、これまでの鉄道事業者における人件費上昇率(実績値)の
みならず、賃金構造基本統計調査等に基づく「伸び率」を反映するほか、直近に急激な景気動向の変化があった場合等は、
合理的と認められる範囲で適切に設定する。
⑶ 経常的な経費の変動に適切に対応(経費の算定方法の改善)
原則として消費者物価指数（生鮮食品及びエネルギーを除く。）の上昇率の５年単純平均（地域別）を用いて算定す

るほか、直近に急激な景気動向の変化があった場合等は、合理的と認められる範囲で適切に設定する。
⑷ 災害からの復旧(修繕費用の取扱いの改善)
災害の激甚化・頻発化により増大している鉄道施設の修繕費用について、特別損失として計上されたものについても、総
括原価への計上できるようにする。
⑸ その他
ヤードスティック方式の計算方法など、収入原価の算定方法全般について見直し。



【参考】鉄道運賃制度（運賃改定手続きの流れ）

（ＪＲ、大手民鉄、地下鉄の例）

31

国土交
通省

物価問題に関する関係閣僚会議 注１

消費者
庁

運輸審
議会公聴会

鉄道事業者
①上限認可申請 ⑨上限認可

②パブリックコメント

④答申 ⑤協議

⑧付議

一般利用者等

③諮問

消費者
委員会
注２

（公共料金等
専門調査会）

⑥付議

⑦意見

注１ 物価安定に関する重要問題について、関係各大臣が協議を行う機関
注２ 内閣総理大臣への勧告や関係行政機関に対する建議等を行う職権を有する独立機関




